
 

ニップン 

 

【機構改革の概要】 

１．製造に係る組織体制の変更～ニップン冷食（株）からニップンへの事業譲渡～ 

・ニップン冷食（株）から生産設備を譲受け、直接製造を行うこととする。 

・工場名称は次の通りとなる。 

ニップン冷食（株）竜ヶ崎工場→（株）ニップン竜ヶ崎冷食工場 

ニップン冷食（株）伊勢崎工場→（株）ニップン伊勢崎工場 

 

２．ニップン本社組織の機構改革 

（１）食品事業部門 

・冷凍食品の販売体制強化のため、冷凍食品を所管する「冷凍食品事業本部」を新たに設置し、「食品事業本部」と

「冷凍食品事業本部」の２本部体制とする。 

・現在の「食品事業本部」における７部（「食品業務部」「貿易業務部」「統括・管理部」「食品第１部」「食品第２部」「食

品第３部」「食品第４部」）を再編し、新たに次の体制とする。 

・「食品事業本部」は、「食品業務部」「食品素材部」「加工食品部」の３部体制とする。 

・「冷凍食品事業本部」は、「冷食業務部」「冷食営業部」の２部体制とする。 

・上記２本部から独立した「営業企画室」を設置する。 

 

（２）生産・技術本部 

・冷凍食品の生産・技術体制強化のため、新たに「生産・技術第２部」を設置する。 

・「生産・技術本部」の２部体制（「生産・技術部」「プラント部」）を再編し、３部体制（「生産・技術第１部」「生産・技術

第２部」「プラント部」）とする。 

 

３．実施日 

２０２１年４月１日 

 

 



 

 


